通知を受けた争議行為の実施内容をお知らせします

労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）第３７条第１項と労働関係調整法施行令第１０条の４第１項の規定に基づいて、大分県医療・福祉労働組合連合会から、以下のとおりストライキ等の争議行為を行う旨の通知がありましたので、同条第４項の規定に基づいてお知らせします。

１ 争議行為の開始日
令和８年３月１１日以降

２ 争議行為の場所
上記組合の組合員が従事する以下の職場
・大分健生病院内（大分市古ヶ鶴１の１の１５）
・宇佐病院内　　（宇佐市大字南宇佐１６５５番地）
・山本病院内　　（別府市光町１４の３）
・佐藤第一病院内（宇佐市法鏡寺７７の１）

３ 要求事項
勤務労働条件の改善など

令和８年２月２４日
大分県知事　佐藤　樹一郞












